
船舶事故等調査報告書 

平成２２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第１５０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年６月５日 ０５時０５分ごろ 

発生場所 千葉県犬吠埼灯台から真方位０９７°８.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°４１.５′ 東経１４１°０２.０′） 

事故等調査の経過  平成２１年６月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ａ 漁船 第三十七大濵
おおはま

丸、３０５トン 

   １２８９０３、個人所有 

Ｂ 漁船 第十一不動
ふどう

丸、８０トン 

１３６６３８、株式会社不動丸 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷外板に凹損、配管及び船底弁の損傷 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか８人が乗り組み、速力約１２.５ノットで千葉県銚子

港に向け西北西進していた。 

船長Ａは、レーダー映像及び目視により右舷船首約００２°約２ＭにＢ

船を認め、レーダーエコーを見たらＢ船は北方に進んでいたので、Ｂ船は

Ａ船の船首を通過し、Ａ船から離れて行くと思い、その後、レーダーでＢ

船の動静を確認しなかった。 

船長Ａは、Ｂ船がＡ船の船首１００～４００ｍに接近したとき、無線及

び拡声器による注意を喚起する声を聞き、近距離に迫ったＢ船に気付き、

全速力後進をかけた。 

一方、Ｂ船は、船長Ｂほか１９人が乗り組み、いわしまき網漁のため、

針路東南東、速力約５ノットで探索中に、船長Ｂが、平成２１年６月５日

０４時４０分ごろ、Ａ船のレーダー映像を船首方向５～６Ｍに探知し、Ａ

船を目視で確認した。 

船長Ｂは、投網場所を決定し、投網に備えてＢ船の船首方向をほぼ北に

向けて機関を停止したころ、Ｂ船の右舷正横約１,０００ｍに接近したＡ船

が左転したように見えたので、Ａ船はＢ船の船尾を通過するものと思っ

た。 

船長Ｂは、Ａ船が右舷正横約４００ｍに接近したとき、衝突のおそれを

感じて主機を前進にかけ、船橋で投網の準備作業をしていた乗組員が無線

及び拡声器でＡ船に対して注意を喚起した。 

０５時０５分ごろ、犬吠埼灯台東方沖において、Ａ船の船首部とＢ船の

右舷中央部が衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 １、視界 良好 

 



 

海象：平穏 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、犬吠埼東方沖を西北西進中、レーダー

及び目視でＢ船を認めたが、Ｂ船はＡ船の船首を

通過し、Ａ船から離れて行くものと思い込み、適

切な見張りを行わなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、まき網漁の準備のために漂泊中、レー

ダー及び目視で認めていたＡ船が、Ｂ船の船尾を

通過するものと思い込み、適切な見張りを行わな

かったものと考えられる。 

原因  本事故は、犬吠埼東方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船がまき網漁

の準備で漂泊中、両船が適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

 




